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湖

沼

水

質

保

全

特

別

措

置

法

（

昭

和

五

十

九

年

法

律

第

六

十

一

号

）

（

抄

）

（

湖

沼

特

定

事

業

場

に

係

る

計

画

変

更

命

令

等

の

特

例

）

第

八

条

都

道

府

県

知

事

は

、

湖

沼

特

定

施

設

に

つ

い

て

水

質

汚

濁

防

止

法

第

五

条

第

一

項

又

は

第

七

条

（

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

り

こ

れ

ら

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

つ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

届

出

に

係

る

湖

沼

特

定

施

設

が

設

置

さ

れ

る

湖

沼

特

定

事

業

場

（

工

場

又

は

事

業

場

で

、

当

該

湖

沼

特

定

施

設

の

設

置

又

は

構

造

等

の

変

更

に

よ

り

新

た

に

湖

沼

特

定

事

業

場

と

な

る

も

の

を

含

む

。

）

に

つ

い

て

、

当

該

湖

沼

特

定

事

業

場

か

ら

排

出

さ

れ

る

排

出

水

の

汚

濁

負

荷

量

が

前

条

第

一

項

の

規

制

基

準

に

適

合

し

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

届

出

を

受

理

し

た

日

か

ら

六

十

日

以

内

に

限

り

、

当

該

湖

沼

特

定

事

業

場

の

設

置

者

に

対

し

、

当

該

湖

沼

特

定

事

業

場

に

お

け

る

汚

水

又

は

廃

液

の

処

理

の

方

法

の

改

善

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

採

る

べ

き

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

湖

沼

特

定

事

業

場

に

係

る

改

善

命

令

等

の

特

例

）

第

十

条

都

道

府

県

知

事

は

、

そ

の

汚

濁

負

荷

量

が

第

七

条

第

一

項

の

規

制

基

準

に

適

合

し

な

い

排

出

水

が

排

出

さ

れ

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

排

出

水

に

係

る

湖

沼

特

定

事

業

場

の

設

置

者

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

、

当

該

湖

沼

特

定

事

業

場

に

お

け

る

汚

水

又

は

廃

液

の

処

理

の

方

法

の

改

善

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

採

る

べ

き

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

適

用

除

外

等

）

第

十

二

条

鉱

山

保

安

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

七

十

号

）

第

十

三

条

第

一

項

の

経

済

産

業

省

令

で

定

め

る

施

設

で

あ

る

湖

沼

特

定

施

設

を

設

置

す

る

同

法

第

二

条

第

二

項

本

文

に

規

定

す

る

鉱

山

か

ら

排

出

水

を

排

出

す

る

者

に

関

し

て

は

当

該

鉱

山
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に

つ

い

て

、

電

気

事

業

法

（

昭

和

三

十

九

年

法

律

第

百

七

十

号

）

第

二

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

る

電

気

工

作

物

又

は

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

六

号

）

第

三

条

第

十

四

号

に

規

定

す

る

廃

油

処

理

施

設

で

あ

る

湖

沼

特

定

施

設

を

設

置

す

る

工

場

又

は

事

業

場

か

ら

排

出

水

を

排

出

す

る

者

に

関

し

て

は

当

該

湖

沼

特

定

施

設

に

つ

い

て

、

第

八

条

の

規

定

を

適

用

せ

ず

、

こ

れ

ら

の

法

律

の

相

当

規

定

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

２

都

道

府

県

知

事

は

、

前

項

に

規

定

す

る

湖

沼

特

定

施

設

に

係

る

排

出

水

に

起

因

す

る

指

定

湖

沼

の

水

質

の

汚

濁

に

よ

り

生

活

環

境

に

係

る

被

害

を

生

ず

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

項

に

規

定

す

る

法

律

に

基

づ

く

権

限

を

有

す

る

国

の

行

政

機

関

の

長

（

第

四

項

に

お

い

て

単

に

「

行

政

機

関

の

長

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

第

八

条

の

規

定

に

相

当

す

る

鉱

山

保

安

法

、

電

気

事

業

法

又

は

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

よ

る

措

置

を

執

る

べ

き

こ

と

を

要

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

水

質

汚

濁

防

止

法

第

二

十

三

条

第

五

項

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

要

請

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

４

都

道

府

県

知

事

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

湖

沼

特

定

施

設

に

つ

い

て

、

第

十

条

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

行

政

機

関

の

長

に

協

議

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

指

定

施

設

の

設

置

の

届

出

）

第

十

五

条

指

定

地

域

に

お

い

て

、

水

質

汚

濁

防

止

法

第

二

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

項

目

に

関

し

湖

沼

の

水

質

の

汚

濁

の

原

因

と

な

る

物

を

発

生

し

、

及

び

公

共

用

水

域

に

排

出

す

る

施

設

（

同

項

に

規

定

す

る

特

定

施

設

で

あ

る

も

の

を

除

く

。

）

で

あ

つ

て

、

湖

沼

の

水

質

保

全

上

同

法

第

三

条

第

一

項

又

は

第

三

項

の

排

水

基

準

に

よ

る

規

制

に

よ

り

難

い

も

の

と

し

て

政

令

で

定

め

る

も

の

（

以

下

「

指

定

施

設

」

と

い

う

。

）

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

次

の

事

項

を

都

道

府

県

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

指

定

施

設

の

設

置

に

つ

い

て

河

川

法

第

二

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

河

川

管

理

者

の

許

可

を

受

け

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。
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一

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

並

び

に

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

代

表

者

の

氏

名

二

指

定

施

設

の

所

在

地

三

指

定

施

設

の

種

類

四

指

定

施

設

の

構

造

五

指

定

施

設

の

使

用

の

方

法

六

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

事

項

２

河

川

管

理

者

は

、

前

項

た

だ

し

書

の

許

可

を

し

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

都

道

府

県

知

事

に

通

報

す

る

も

の

と

す

る

。

（

経

過

措

置

）

第

十

六

条

一

の

施

設

が

指

定

施

設

と

な

つ

た

際

現

に

指

定

地

域

に

お

い

て

そ

の

施

設

を

設

置

し

て

い

る

者

（

設

置

の

工

事

を

し

て

い

る

者

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

又

は

一

の

地

域

が

指

定

地

域

と

な

つ

た

際

現

に

そ

の

地

域

に

お

い

て

指

定

施

設

を

設

置

し

て

い

る

者

は

、

当

該

施

設

が

指

定

施

設

と

な

つ

た

日

又

は

当

該

地

域

が

指

定

地

域

と

な

つ

た

日

か

ら

三

十

日

以

内

に

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

前

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

都

道

府

県

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

前

条

第

一

項

た

だ

し

書

及

び

第

二

項

の

規

定

は

、

前

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

指

定

施

設

の

構

造

等

の

変

更

の

届

出

）

第

十

七

条

第

十

五

条

第

一

項

又

は

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

を

し

た

者

（

第

十

五

条

第

二

項

（

前

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

通

報

に

係

る

者

を

含

む

。

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

は

、

第

十

五

条

第

一

項

第

四

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

項

の

変

更

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

そ

の

旨

を
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都

道

府

県

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

若

し

く

は

第

二

号

に

掲

げ

る

事

項

に

変

更

が

あ

つ

た

と

き

、

又

は

届

出

に

係

る

指

定

施

設

の

使

用

を

廃

止

し

た

と

き

は

、

そ

の

日

か

ら

三

十

日

以

内

に

、

そ

の

旨

を

都

道

府

県

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

第

十

五

条

第

一

項

た

だ

し

書

及

び

第

二

項

の

規

定

は

、

前

二

項

の

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

承

継

）

第

十

八

条

水

質

汚

濁

防

止

法

第

十

一

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

は

、

第

十

五

条

第

一

項

又

は

第

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

を

し

た

者

の

地

位

の

承

継

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

２

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

水

質

汚

濁

防

止

法

第

十

一

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

前

項

に

規

定

す

る

者

の

地

位

を

承

継

し

た

者

は

、

そ

の

承

継

が

あ

つ

た

日

か

ら

三

十

日

以

内

に

、

そ

の

旨

を

都

道

府

県

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

河

川

法

第

三

十

三

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

を

し

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

３

第

十

五

条

第

二

項

の

規

定

は

、

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

改

善

勧

告

及

び

改

善

命

令

）

第

二

十

条

都

道

府

県

知

事

は

、

指

定

地

域

に

お

い

て

指

定

施

設

を

設

置

し

て

い

る

者

が

前

条

の

基

準

を

遵

守

し

て

い

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

者

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

、

当

該

指

定

施

設

の

構

造

又

は

使

用

の

方

法

を

改

善

す

べ

き

こ

と

を

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

都

道

府

県

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

を

受

け

た

者

が

そ

の

勧

告

に

従

わ

な

い

で

当

該

指

定

施

設

を

使

用

し

て

い

る

と

き

は

、

そ

の

者

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

、

当

該

指

定

施

設

の

構

造

又

は

使

用

の

方

法

の

改

善

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き
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る

。

３

、

４

（

略

）

（

報

告

及

び

検

査

）

第

二

十

一

条

都

道

府

県

知

事

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

指

定

施

設

を

設

置

し

て

い

る

者

に

対

し

、

指

定

施

設

の

状

況

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

関

し

報

告

を

求

め

、

又

は

そ

の

職

員

に

、

そ

の

者

の

当

該

施

設

を

設

置

す

る

場

所

に

立

ち

入

り

、

指

定

施

設

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

、

３

（

略

）

（

準

用

指

定

施

設

）

第

二

十

二

条

前

三

条

の

規

定

は

、

湖

沼

特

定

施

設

で

あ

つ

て

、

指

定

施

設

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

政

令

で

定

め

る

も

の

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

二

十

条

第

三

項

中

「

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

」

と

あ

る

の

は

「

水

質

汚

濁

防

止

法

第

五

条

第

一

項

の

規

定

」

と

、

「

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

」

と

あ

る

の

は

「

同

法

第

七

条

の

規

定

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

指

導

等

）

第

二

十

四

条

都

道

府

県

知

事

は

、

水

質

汚

濁

防

止

法

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

施

設

又

は

指

定

施

設

を

設

置

す

る

者

以

外

の

者

で

あ

つ

て

、

指

定

地

域

に

お

い

て

同

項

第

二

号

に

規

定

す

る

項

目

に

関

し

汚

水

、

廃

液

そ

の

他

の

湖

沼

の

水

質

の

汚

濁

の

原

因

と

な

る

物

を

公

共

用

水

域

に

排

出

す

る

も

の

に

対

し

、

湖

沼

水

質

保

全

計

画

を

達

成

す

る

た

め

に

必

要

な

指

導

、

助

言

及

び

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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（

指

導

等

）

第

二

十

八

条

都

道

府

県

知

事

は

、

流

出

水

対

策

推

進

計

画

を

実

施

す

る

た

め

に

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

流

出

水

対

策

地

区

内

の

土

地

で

あ

つ

て

、

流

出

水

の

汚

濁

の

原

因

と

な

る

物

が

著

し

く

発

生

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

の

所

有

者

、

管

理

者

又

は

占

有

者

に

対

し

、

流

出

水

対

策

を

実

施

す

る

よ

う

必

要

な

指

導

、

助

言

及

び

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

関

係

行

政

機

関

の

協

力

等

）

第

三

十

九

条

都

道

府

県

知

事

は

、

こ

の

法

律

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

関

係

行

政

機

関

の

長

又

は

関

係

地

方

公

共

団

体

の

長

に

対

し

、

必

要

な

資

料

の

送

付

そ

の

他

の

協

力

を

求

め

、

又

は

指

定

湖

沼

の

水

質

の

保

全

に

関

し

意

見

を

述

べ

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

河

川

管

理

者

、

港

湾

管

理

者

（

港

湾

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

港

湾

管

理

者

を

い

う

。

）

そ

の

他

指

定

地

域

内

の

公

共

用

水

域

の

管

理

を

行

う

者

で

政

令

で

定

め

る

も

の

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

に

関

し

て

当

該

公

共

用

水

域

の

管

理

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

都

道

府

県

知

事

に

対

し

、

指

定

湖

沼

の

水

質

の

保

全

に

関

し

て

意

見

を

述

べ

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

政

令

で

定

め

る

市

の

長

に

よ

る

事

務

の

処

理

）

第

四

十

二

条

こ

の

法

律

の

規

定

に

よ

り

都

道

府

県

知

事

の

権

限

に

属

す

る

事

務

（

第

三

条

第

一

項

（

同

条

第

七

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

四

条

第

一

項

、

第

七

条

第

一

項

、

第

二

十

三

条

第

一

項

及

び

第

三

項

、

第

二

十

五

条

第

一

項

、

第

二

十

六

条

第

一

項

並

び

に

第

二

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

事

務

を

除

く

。

）

の

一

部

は

、

指

定

地

域

の

全

部

又

は
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一

部

が

政

令

で

定

め

る

市

の

区

域

内

に

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

区

域

に

つ

い

て

は

、

政

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

市

の

長

が

行

う

こ

と

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

前

項

の

政

令

で

定

め

る

市

の

長

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

に

必

要

な

事

項

で

環

境

省

令

で

定

め

る

も

の

を

都

道

府

県

知

事

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



- 8 -

◎

水

質

汚

濁

防

止

法

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

八

号

）

（

抄

）

（

適

用

除

外

等

）

第

二

十

三

条

（

略

）

２

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

者

に

関

し

て

は

、

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

事

業

場

又

は

施

設

に

つ

い

て

、

同

表

の

下

欄

に

定

め

る

規

定

は

適

用

せ

ず

、

鉱

山

保

安

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

七

十

号

）

、

電

気

事

業

法

（

昭

和

三

十

九

年

法

律

第

百

七

十

号

）

又

は

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

六

号

）

の

相

当

規

定

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

鉱

山

保

安

法

第

十

三

条

第

一

項

の

経

済

産

業

省

令

当

該

鉱

山

第

五

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

、

第

で

定

め

る

施

設

（

以

下

「

鉱

山

施

設

」

と

い

う

。

）

十

四

条

第

三

項

並

び

に

第

十

四

条

で

あ

る

特

定

施

設

を

設

置

す

る

同

法

第

二

条

第

二

項

の

二

第

一

項

及

び

第

三

項

本

文

に

規

定

す

る

鉱

山

か

ら

排

出

水

を

排

出

し

、

又

は

特

定

地

下

浸

透

水

を

浸

透

さ

せ

る

者

二

鉱

山

施

設

で

あ

る

貯

油

施

設

等

を

設

置

す

る

鉱

山

当

該

鉱

山

第

十

四

条

の

二

保

安

法

第

二

条

第

二

項

本

文

に

規

定

す

る

鉱

山

（

前

号

の

鉱

山

を

除

く

。

）

の

設

置

者

三

電

気

事

業

法

第

二

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

当

該

特

定

施

設

第

五

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

、

第

る

電

気

工

作

物

（

以

下

「

電

気

工

作

物

」

と

い

う

。

十

四

条

第

三

項

並

び

に

第

十

四

条

）

で

あ

る

特

定

施

設

を

設

置

す

る

工

場

又

は

事

業

場

の

二

第

一

項

及

び

第

三

項

か

ら

排

出

水

を

排

出

し

、

又

は

特

定

地

下

浸

透

水

を
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浸

透

さ

せ

る

者

四

電

気

工

作

物

で

あ

る

貯

油

施

設

等

を

設

置

す

る

工

当

該

貯

油

施

設

等

第

十

四

条

の

二

場

又

は

事

業

場

の

設

置

者

五

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

当

該

特

定

施

設

第

五

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

、

第

律

第

三

条

第

十

四

号

に

規

定

す

る

廃

油

処

理

施

設

（

十

四

条

第

三

項

並

び

に

第

十

四

条

以

下

「

廃

油

処

理

施

設

」

と

い

う

。

）

で

あ

る

特

定

の

二

第

一

項

及

び

第

三

項

施

設

を

設

置

す

る

工

場

又

は

事

業

場

か

ら

排

出

水

を

排

出

し

、

又

は

特

定

地

下

浸

透

水

を

浸

透

さ

せ

る

者

六

廃

油

処

理

施

設

で

あ

る

貯

油

施

設

等

を

設

置

す

る

当

該

貯

油

施

設

等

第

十

四

条

の

二

工

場

又

は

事

業

場

の

設

置

者

七

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

当

該

特

定

施

設

第

十

四

条

の

二

第

一

項

及

び

第

三

律

第

三

十

八

条

第

三

項

に

規

定

す

る

海

洋

施

設

等

（

項

（

同

条

第

一

項

の

規

定

に

つ

い

廃

油

処

理

施

設

を

除

く

。

以

下

単

に

「

海

洋

施

設

等

て

は

、

油

を

含

む

水

に

関

す

る

部

」

と

い

う

。

）

で

あ

る

特

定

施

設

を

設

置

す

る

工

場

分

に

限

る

。

）

又

は

事

業

場

か

ら

排

出

水

を

排

出

し

、

又

は

特

定

地

下

浸

透

水

を

浸

透

さ

せ

る

者

八

海

洋

施

設

等

で

あ

る

貯

油

施

設

等

を

設

置

す

る

工

当

該

貯

油

施

設

等

第

十

四

条

の

二

場

又

は

事

業

場

の

設

置

者

３

（

略

）

４

都

道

府

県

知

事

は

、

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

施

設

に

係

る

排

出

水

又

は

特

定

地

下

浸

透

水

に

起

因

す

る

公

共

用

水

域

又



- 10 -

は

地

下

水

の

水

質

の

汚

濁

に

よ

り

人

の

健

康

又

は

生

活

環

境

に

係

る

被

害

を

生

ず

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

行

政

機

関

の

長

に

対

し

、

第

八

条

又

は

第

八

条

の

二

の

規

定

に

相

当

す

る

鉱

山

保

安

法

、

電

気

事

業

法

又

は

海

洋

汚

染

等

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

よ

る

措

置

を

執

る

べ

き

こ

と

を

要

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

行

政

機

関

の

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

要

請

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

講

じ

た

措

置

を

当

該

都

道

府

県

知

事

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

６

（

略

）
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◎

地

方

自

治

法

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

六

の

三

第

一

項

の

特

例

市

の

指

定

に

関

す

る

政

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

四

百

十

七

号

）

地

方

自

治

法

第

二

百

五

十

二

条

の

二

十

六

の

三

第

一

項

の

特

例

市

を

次

の

と

お

り

指

定

す

る

。

盛

岡

市

小

田

原

市

大

和

市

福

井

市

甲

府

市

松

本

市

沼

津

市

四

日

市

市

呉

市

八

戸

市

山

形

市

水

戸

市

前

橋

市

高

崎

市

川

口

市

平

塚

市

富

士

市

春

日

井

市

大

津

市

豊

中

市

吹

田

市

枚

方

市

茨

木

市

八

尾

市

寝

屋

川

市

尼

崎

市

久

留

米

市

佐

世

保

市

所

沢

市

厚

木

市

一

宮

市

岸

和

田

市

明

石

市

加

古

川

市

越

谷

市

茅

ヶ

崎

市

宝

塚

市

草

加

市

鳥

取

市


